
 
 
 
 
 

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 

平

成

二

十

四

年

三

月

八

日 
 
 

 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

衆
議
院
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
委
員
会 

 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
左
記
事
項
の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

福
島
の
復
興
及
び
再
生
に
関
す
る
各
種
計
画
の
策
定
に
際
し
て
は
、
福
島
県
が
中
心
と
な
っ
て
策
定
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
細
や
か
な
施
策
を

進
め
る
観
点
か
ら
、
市
町
村
等
の
意
見
も
十
分
に
反
映
す
る
こ
と
。 

二 

原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
る
災
害
と
い
う
特
殊
な
事
情
に
鑑
み
、
福
島
県
と
と
も
に
、
県
内
外
へ
の
避
難
者
が
将
来
の
展
望
を
描
け
る
よ
う
復
興
及
び
再
生
の
具
体
的
な

道
筋
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
進
捗
状
況
を
随
時
公
開
し
、
政
策
の
立
案
に
活
用
す
る
こ
と
。 

三 

復
興
及
び
再
生
を
、
迅
速
か
つ
着
実
に
進
め
る
た
め
、
十
分
な
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
。 

四 

人
命
救
助
や
産
業
再
生
の
観
点
か
ら
、
必
要
な
交
通
イ
ン
フ
ラ
の
早
期
復
旧
に
向
け
、
国
に
よ
る
代
行
等
を
含
め
た
必
要
な
措
置
を
積
極
的
に
講
じ
る
こ
と
。 

五 

農
林
漁
業
者
が
、
今
後
も
福
島
県
に
お
い
て
生
産
活
動
で
き
る
よ
う
、
各
種
計
画
の
策
定
に
お
い
て
、
格
別
な
配
慮
を
す
る
こ
と
。 

六 

産
業
活
性
化
の
た
め
工
場
等
の
産
業
集
積
を
行
う
際
、
円
滑
に
事
業
展
開
が
行
え
る
よ
う
、
区
域
指
定
等
に
つ
い
て
、
特
段
の
配
慮
を
す
る
こ
と
。 

七 

健
康
被
害
に
対
す
る
不
安
を
払
拭
す
る
た
め
、
万
全
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

八 

除
染
等
の
措
置
等
の
実
施
に
当
た
り
、
必
要
な
資
機
材
を
福
島
で
調
達
す
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。 

九 

他
の
地
域
と
の
教
育
格
差
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
教
育
環
境
の
改
善
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

十 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
に
、
福
島
県
が
い
わ
ゆ
る
電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金
を
辞
退
し
た
こ
と
に
鑑
み
、
電
源
開
発
促
進
税
の
課
税
目
的
を
含
め
た
電
源
開
発
促
進
税

制
の
見
直
し
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計
の
見
直
し
等
に
よ
り
、
当
該
交
付
金
に
代
わ
る
財
政
上
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 


